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〔自己評価及び運営推進会議における評価 実施の流れ〕

【１】自己評価
　　　①自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール（別紙２の２）（以下、「活用ツール」という。）の、自己評価の欄を確認し、職員各自が自己評価を実施する。
　　　②職員会議等において、職員各自が自己評価結果を持ち寄り、職員全員で前回の目標達成計画の達成状況について振り返るとともに、事業所としての自己評価を実施する。管理者はそれを集約し、「活用ツール」の、自己評価の欄を記入する。

【２】運営推進会議での意見聴取
①事前に、運営推進会議で話し合う項目に該当する「活用ツール」の評価項目の自己評価結果の資料を準備する。※必要に応じて、話し合いに必要な資料も準備する。
②当日、①の資料を配布する。※必要に応じて、事前に配布する。
③運営推進会議の構成員に自己評価結果について説明するとともに、自己評価で取り組めていない事項については、通常の運営推進会議と同様に意見を出し合い、対応策等について話し合う。
　※運営推進会議には、区職員又は地域包括支援センター職員と、知見を有する公正・中立な第三者の参加が必要。
※評価ではなく、対応策等について話し合う。
④管理者はそれを集約し、運営推進会議で話し合った内容欄に話し合った内容を記入する。

【３】運営推進会議を活用した評価（外部評価）
①事前に、運営推進会議を活用した評価（外部評価）に該当する「活用ツール」の評価項目の自己評価結果の資料を準備する。※必要に応じて、評価に必要な（運営推進会議メンバーが取り組みについて理解できる）資料も準備する。
②当日、①の資料を配布する。※必要に応じて、事前に配布する。
③運営推進会議の構成員に自己評価結果について説明するとともに、自己評価の取組状況について、構成員一人ひとりよりご意見をいただく。
④管理者はそれを集約し、外部評価の該当する項目に○印をつけるとともに、記述欄にコメントを記入し、運営推進会議の構成員にその内容について承認を得る。当日、記入欄にコメントを記入する時間がない場合は、おおよその内容について了解を得て、記述内容の承認については、後日、得ることでもよいこととする。

【４】結果の公表
完成した「活用ツール」を運営推進会議の構成員へ提供するとともに、介護サービス情報公表システムや法人のホームページへの掲載、事業所内の外部の者にも確認しやすい場所への掲示等により公表する。
